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(57)【要約】
　本発明はドラッグデリバリーデバイスで使用するのに
適した駆動機構、特に、多数のプリセット投与量の医薬
品を投与することができるペン型注射器に関する。特に
、本発明はユーザーがドラッグデリバリーデバイスを作
動することができる当該ドラッグデリバリーデバイス（
１）に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　螺旋ねじ山、好ましくは内部螺旋ねじ山を有するハウジング；
　該ハウジングに対して回転可能でない作動手段；
　上記ハウジングと係合する駆動スリーブ；
　先端部ねじ付き部分及び基端部ねじ付き部分を含むピストン棒；
を含んで備える、ドラッグデリバリーデバイスに使用するための駆動機構であって、
　ｃ）上記作動手段が上記ハウジングに対して基端部側に動くとき、上記駆動スリーブが
上記作動手段に対して回転し、そして上記ハウジングに対して基端部側に動く；
　ｄ）上記作動手段が上記ハウジングに対して先端部側に動くとき、上記駆動スリーブが
上記ハウジングに対して先端部側に動き、そして上記ハウジングに対して回転するのを妨
げ、そして上記ピストン棒が上記ハウジングに対して回転させられて、ドラッグデリバリ
ーデバイスの先端部に向けて長手方向に力が移動する；
ように、
　ａ）上記ピストン棒の先端部ねじ付き部分が上記ハウジングとねじで係合する；
　ｂ）上記ピストン棒の基端部ねじ付き部分が上記駆動スリーブとねじで係合する；
ことを特徴とする駆動機構。
【請求項２】
　ピストン棒が本質的に円形の断面のものである、請求項１に記載の駆動機構。
【請求項３】
　ピストン棒が更に先端部ねじ付き部分及び基端部ねじ付き部分を含み、ここで該先端部
ねじ付き部分及び該基端部ねじ付き部分が反対向きに配置される、請求項１または２に記
載の駆動機構。
【請求項４】
　駆動スリーブが、長手方向行程のために作動手段とカップリングし、そして該駆動スリ
ーブと該作動手段の間の相対的回転が可能となる、請求項１～３の何れか一項に記載の駆
動機構。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に画成された駆動機構を含むドラッグデリバリーデバイスに
おいて使用するための組立て品。
【請求項６】
　請求項１～４の何れか一項に画成された駆動機構又は請求項５の組立て品を含むドラッ
グデリバリーデバイス。
【請求項７】
　ペン型デバイスである、請求項６に記載のドラッグデリバリーデバイス。
【請求項８】
　注射器型デバイスである、請求項６または７に記載のドラッグデリバリーデバイス。
【請求項９】
　針を含む、請求項６～８の何れか一項に記載のドラッグデリバリーデバイス。
【請求項１０】
　針無しのデバイスである、請求項６～８の何れか一項に記載のドラッグデリバリーデバ
イス。
【請求項１１】
　薬剤を投与するための、請求項６～１０の何れか一項に画成されたドラッグデリバリー
デバイスの使用。
【請求項１２】
　インスリン、成長ホルモン、低分子量ヘパリン、それらの類似体及び誘導体から成るグ
ループから選ばれる活性化合物を含む医薬製剤を投与するための、請求項１１に記載のド
ラッグデリバリーデバイスの使用。
【請求項１３】
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　請求項１～４の何れか一項に画成された駆動機構又は請求項５に画成された組立て品を
備える工程を含む、ドラッグデリバリーデバイスを製造する又は組立てる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドラッグデリバリーデバイスで使用するのに適した駆動機構、特に多くのプ
リセット投与量の医薬品を投与することができるペン型注射器に関する。特に、本発明は
ユーザーがドラッグデリバリーデバイスを作動させることができるようなドラッグデリバ
リーデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなドラッグデリバリーデバイスは、正式な医療訓練を受けていない人、つまり
、患者が、ヘパリン又はインスリンのような医薬品を正確にかつ所定の投与量で投与する
必要がある場合に適用される。特に、当該デバイスは、短期間又は長期間に亘って不定期
に医薬品を投与する場合に適用される。
【０００３】
　これらの状況によって、この種のドラッグデリバリーデバイスに対して多くの要件が定
められる。本装置は、構造上頑強でなければならないし、さらに部品の操作、ユーザーに
よるその操作の理解及び薬剤の必要投与量のデリバリーに関して使用し易いことが必要で
ある。投与量設定は容易でかつ明瞭でなければならない。デバイスが再使用よりむしろ使
い捨てにされる場合には、デバイスは製造が安価であり、そして使い捨てし易い（好まし
くはリサイクルに適している）ものであるべきである。これらの要求事項を満たすために
は、デバイスを組立てるために必要な部品の数、及びデバイスが作られる材料種の数を最
小限に抑える必要がある。
【０００４】
　ユーザー操作のドラッグデリバリーデバイスは、医療分野内ではよく知られている。
【０００５】
　特許文献１には、事前に選択された投与すべき薬剤投与量が、回転可能な投与エレメン
ト(dosing element)によって選択される注射デバイスが記載されている。投与量が一旦設
定されると、端部の部材がペン基部の残りの部分から離されて停止に到るまで軸方向に引
き出される。投与量は、その端部の部材をペン基部に向かって軸方向に駆動し、さらに内
部のプランジャー係合部材を駆動して投与される。このデバイスはプリセット投与量を投
与するための有用な実施態様を供するものの、プリセット投与量設定の直観性については
、デバイスを作動可能にする二つの動きを行なう必要であるので未解決のままである。
【０００６】
　特許文献２には、駆動スリーブ及び投与量ダイアルスリーブの間の独立した回転を可能
とするために、駆動スリーブ及び投与量ダイアルスリーブの間に置かれたクラッチ要素を
持つ回転する駆動スリーブ及び投与量ダイアルスリーブを有する薬物投与装置が教示され
ている。
【０００７】
　特許文献３には、投与量を設定するためにデバイス本体から引き出され、そして設定さ
れた投与量を投与するために本体内に押し戻される、軸方向に動くアクチュエータを有し
、そしてアクチュエータ部材の動きを駆動部材に選択的に伝動させるために使用される多
数の突起を持つクラッチエレメントを有する、薬物投与装置が公表されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，０４８，３３６号
【特許文献２】国際公開公報第２００４／０７８，２３９Ａ１号
【特許文献３】国際公開公報第２００３／０２０，３４７Ａ２号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　驚くべきことに、本発明の駆動機構が、プッシュプル式駆動機構に対する価値ある技術
的代替法を二つのピニオンを有することなしに提供することを発見した。本発明では本機
構を作動させるのに小さな力しか必要としない。これは、本発明によって画成されたよう
なピストン棒の導入によって達成される。さらに言えば、本発明の駆動機構は、直観的で
使用し易い投与量設定の利点をさらに提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第一の側面によれば、
　螺旋ねじ山、好ましくは内部螺旋ねじ山を有するハウジング；
　該ハウジングに対して回転可能でない作動手段；
　上記ハウジングと係合する駆動スリーブ；
　該駆動スリーブ及び上記ハウジングと係合するピストン棒；
を含んで備える、ドラッグデリバリーデバイスにおいて使用するための駆動機構であって
、
　ａ）上記作動手段が上記ハウジングに基端部側に動くとき、駆動スリーブが上記作動手
段に対して回転し、そして上記ハウジングに対して基端部側に動く；
　ｂ）上記作動手段が上記ハウジングに対して先端部側に動くとき、上記駆動スリーブが
上記ハウジングに対して先端部側に動き、そして上記ハウジングに対して回転するのを妨
げ、そして上記ピストン棒が上記ハウジングに対して回転させられて、ドラッグデリバリ
ーデバイスの先端部に向けて長手方向に力が移動する；
ことを特徴とする駆動機構が提供される。
【００１１】
　本発明の駆動機構の好ましい実施態様において、ピストン棒は本質的に円形の断面のも
のである。
【００１２】
　本発明の駆動機構の他の好ましい実施態様において、ピストン棒は更に先端部ねじ付き
部分及び基端部ねじ付き部分を含み、ここで該先端部ねじ付き部分及び該基端部ねじ付き
部分は反対向きに配置される。
【００１３】
　本発明の駆動機構の更なる好ましい実施態様において、駆動スリーブは、長手方向行程
のために作動手段とカップリングし、そして駆動スリーブと作動手段の間の相対的回転が
可能となる。
【００１４】
　本発明の用語「ドラッグデリバリーデバイス」は、ユーザーが選択可能な又は所定の投
与量の、好ましくは反復の所定の投与量の医薬品、例えばインスリン、成長ホルモン、低
分子量ヘパリン及びそれらの類似体及び／又は誘導体など、を投与するために設計された
、単回投与の又は反復投与の又はプリセット投与量の、又は所定の投与量の、使い捨ての
又は再使用可能なデバイスを意味するものとする。該デバイスは如何なる形状のもの、例
えばコンパクト型又はペン型であってもよい。投与量のデリバリーは、機械的な（場合に
より、手動の）駆動機構又は電気的な駆動機構、又は電気機械的な駆動機構、又はバネの
ような蓄積エネルギー駆動機構等を通じて与えることができる。投与量の選択は、手動機
構又は電気機械的機構又は電子機構を通じて与えることができる。加えるに、該デバイス
は、血糖値などのような生理学的性質を監視するために設計された構成部品を含んでもよ
い。更に、該デバイスは、針を含んでもよく、又は針無しであってもよい。また、本デバ
イスは固定針又は交換可能な針又は可動針又は遮蔽可動針を含んでもよい。特に、用語「
ドラッグデリバリーデバイス」は、患者のような正式な医療訓練を受けていない人による
使用のために設計された、機械的な及び手動の投与量デリバリー及び投与量選択機構を有
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する、反復の所定の投与量を与える、使い捨ての針付きペン型デバイスを意味するものと
する。好ましくは、ドラッグデリバリーデバイスは注射器型のものである。
【００１５】
　本発明の用語「ハウジング」は、好ましくは、１つ又はそれ以上の螺旋ねじ山を有する
任意の外部ハウジング（「主ハウジング」、「本体」、「殻」）又は内部ハウジング（「
挿入体」、「内部本体」）をも意味するものである。ハウジングは、ドラッグデリバリー
デバイス又はその任意の機構の、安全で、正確に、そして快適に取扱うことができるよう
に設計され得る。通常、それは、液体、塵、埃などのような汚染物への暴露を制限するこ
とによって、ドラッグデリバリーデバイスの如何なる内部構成部品（例えば、駆動機構、
カートリッジ、プランジャー、ピストン棒）をも収納し、固定し、保護し、案内し及び／
又は係合するように設計され得る。一般に、ハウジングは管状又は非管状の形状の単体の
又はマルチパートの構成部品であってもよい。通常、外部ハウジングは、交換可能である
か又は交換できないカートリッジを収納するのに機能を有し、そこから多くの投与量の医
薬品が投与される。
【００１６】
　本発明のより特定の実施態様において、ハウジングは、作動手段に備えられたラジアル
及び／又は軸ストッパー（stop）の傍に隣接するように適合された複数の最大投与量スト
ッパー(stop)を備えている。
【００１７】
　本発明の用語「係合する」は、特に、駆動機構／ドラッグデリバリーデバイスの二つ又
はそれ以上の構成部品をインターロックすること、例えばスプライン結合、ねじ接続又は
噛合い歯の連結、好ましくは構成部品の螺旋ねじ山をインターロックすること（「ねじで
係合」）を意味するものとする。
【００１８】
　本発明の用語「カップリングされた」は、駆動機構／ドラッグデリバリーデバイスの二
つ又はそれ以上の構成部品の、例えばフランジなどを用いる連結を意味するものとし、そ
こでは互いに対して構成部品の自由度が制限されている。好ましい実施態様において、一
つの構成部品がもう一つの構成部品に対して一つの軸の周りに回転することが可能であり
、そしてもう一つの構成部品に対してその他全ての回転及び／又は平行運動をすることを
制限される。
【００１９】
　本発明のより特定の実施態様において、駆動スリーブは、ドラッグデリバリーデバイス
の長手方向主軸の回りの相対的回転が可能であるが、他の全ての相対的動きを本質的に妨
げるように、作動手段とカップリングされるフランジを備えている。
【００２０】
　本発明の用語「駆動スリーブ」は、本質的に円形断面の本質的に管状の任意の構成部品
であり、更に投与量ダイアルスリーブに解放可能なように連結される構成部品を意味する
ものとする。より好ましい実施態様において、駆動スリーブは更にピストン棒と係合する
。
【００２１】
　本発明のより好ましい実施態様において、駆動スリーブは、第一及び第二フランジの間
に中間螺旋ねじ山を有し、第一及び第二フランジの間に置かれたナットを有し、そしてス
プライン手段によってハウジングに鍵をかけられた第一及び第二フランジを先端部に備え
ている。場合により、第一のラジアルストッパ(radial stop)をナットの基端部の面に備
えていてもよく、そして第二のラジアルストッパ（radial stop）を第二フランジの先端
部の面に備えていてもよい。
【００２２】
　本発明の用語「ピストン棒」は、注射可能な製品の放出／投与を目的として、ハウジン
グを通して／その内部で操作するように適合され、そして軸方向の動きをドラッグデリバ
リーデバイスを通して／その内部で、好ましくは駆動手段からピストンに平行移動させる
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ように設計された構成部品を意味するものとする。該ピストン棒は可撓性のものであって
もよく、又はそうでなくてもよい。それは、単純な棒、親ねじ、ラックアンドピニオンシ
ステム、ウォームギアシステムなどであってもよい。それは、単体又は多数個の構造であ
ってもよい。「ピストン棒」は、更に、円形又は非円形の断面を有する構成部品を意味す
るものとする。それは、当業者に公知である任意の好適な材料で作られていてもよい。
【００２３】
　好ましい実施態様において、ピストン棒は少なくとも一つの、より好ましくは二つの、
外部及び／又は内部の螺旋ねじ山を含む。本発明のピストン棒の他の好ましい実施態様に
おいて、第一の螺旋ねじ山はピストン棒の先端部に、そして第二の螺旋ねじ山はピストン
棒の基端部に位置していて、そこでこれらのねじ山は同じか又は好ましくは反対の配列を
有する。他の好ましい実施態様において、本発明のピストン棒は、基端部及び先端部で同
じリードを有するねじ山を含む。
【００２４】
　本発明のまた他の好ましい実施態様において、ピストン棒の第二螺旋ねじ山のリードは
、前記第一螺旋ねじ山のリードより大きいものとする。より好ましくは、前記第一螺旋ね
じ山と第二螺旋ねじ山のリードの比は１：１から１：２０、更により好ましくは１：１か
ら１：１０、最も好ましくは１：２である。好ましくは、ねじ山の一つが、駆動スリーブ
と係合するように設計されている。
【００２５】
　本発明の用語「作動手段」は、ユーザーから駆動スリーブに力を伝動するように設計さ
れた任意の構成部品をも意味するものとする。好ましくは、用語「作動手段」は、ユーザ
ーから駆動スリーブに力を伝動するように、ハウジングに対して回転しないが、ハウジン
グに対して長手方向に動くことを可能にする構成部品を意味するものとする。本発明のよ
り好ましい実施態様において、作動手段は、ユーザーがデバイスを作動することを可能な
らしめるために、基端部にグリップ面を備えている。本発明の更に他のより好ましい実施
態様において、作動手段は、ユーザーに薬剤の選択された投与量の投与を可能ならしめる
ための接触面を備えている。
【００２６】
　本発明の用語「グラフィック状態インジケーター」は、デバイスが作動していること及
び／又は操作中であること、及び／又は操作の方向、及び／又は薬剤の投与量がデリバリ
ーされていることをユーザーに示すために、好ましくは、デバイスの構成部品、例えば駆
動スリーブ又はオドメータ又は投与量ダイアルスリーブ又は作動手段など、好ましくは、
作動手段の外面に印刷された任意のマーキング、記号、符号などを意味するものとする。
【００２７】
　デバイス又はデバイスの構成部品の「基端部」は、デバイスの投与端部から最も遠く離
れた端部を意味するものとする。
【００２８】
　デバイス又はデバイスの構成部品の「先端部」は、デバイスの投与端部に最も近い端部
を意味するものとする。
【００２９】
　本発明の第二の側面によれば、本発明の駆動機構を含むドラッグデリバリーデバイスに
使用するための組立て品が提供される。
【００３０】
　本発明の第三の側面によれば、本発明の駆動機構又は組立て品を含むドラッグデリバリ
ーデバイスが提供される。
【００３１】
　本発明の第四の側面によれば、本発明の駆動機構又は組立て品を備える工程を含む、ド
ラッグデリバリーデバイスを組立てる方法が提供される。
【００３２】
　本発明の第五の側面は、医薬品を投与するための、好ましくはインスリン、成長ホルモ
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ン、低分子量ヘパリン及びそれらの類似体及びそれらの誘導体から成るグループから選ば
れる活性化合物を含む医薬製剤（例えば、溶液、懸濁液など）を投与するための、本発明
のドラッグデリバリーデバイスの使用である。
【００３３】
　如何なる限定もなしに、好ましい実施態様に関連して、そして図を参照して本発明を以
下により詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】第一の、カートリッジが満たされた、位置における、本発明のドラッグデリバリ
ーデバイスの実施態様の断面図を示す。
【図２】第二の、第一の投与量設定の、位置における、本発明のドラッグデリバリーデバ
イスの実施態様の断面図を示す。
【図３】第三の、最終の投与量が投与された、位置における、本発明のドラッグデリバリ
ーデバイスの実施態様の断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　先ず、図１から２を参照すると、本発明のドラッグデリバリーデバイスが示されている
。
【００３６】
　ドラッグデリバリーデバイス（１）はカートリッジ保持部分（２）及び主（外部）ハウ
ジング部分（３）を含む。カートリッジ保持部分（２）の基端部及び主ハウジング（３）
の先端部は、当業者に公知の任意の適切な手段によって互いに固定される。図で示した実
施態様において、カートリッジ保持部分（２）は、主ハウジング部分（３）の先端部内に
固定されている。
【００３７】
　医薬品の多数の投与量を投与できるカートリッジ（４）を、カートリッジ保持部分（２
）内に備える。ピストン（５）はカートリッジ（４）の基端部中に保持されている。
【００３８】
　取りはずし可能なキャップ（２２）はカートリッジ保持部分（２）の先端部に解放可能
なように保持されている。取りはずし可能なキャップ（図示せず）は、場合により一つ又
はそれ以上の窓開口部を備えていてもよく、カートリッジ（４）内のピストン（５）の位
置をそこから覗くことができる。
【００３９】
　図で示した実施態様におけるカートリッジ保持部分（２）の先端部は、薬剤をカートリ
ッジ（４）から投与するのを可能ならしめるための、適切な針の組立て品（図示せず）を
取付けるために設計された先端部ねじ山領域（６）を備えている。
【００４０】
　図で示した実施態様において、主ハウジング部分（３）は、ねじ山付き円形開口部（８
）を備えている。図で示した実施態様において、ねじ山付き円形開口部（８）は完全なね
じ山というよりむしろ一連の部分的ねじ山を含む。代替として、ねじ山付き円形開口部（
８）は、主ハウジング部分（３）に対して軸方向及び／又は回転方向の運動に抗して固定
される別の構成部品に成形され得る。
【００４１】
　主ハウジング部分（３）は、更に内部ハウジング（７）を備えている。内部ハウジング
（７）は、主ハウジング部分（３）に対して回転及び／又は軸方向の動きに抗して固定さ
れている。加えて、内部ハウジング（７）は、複数の長手方向に伸びるガイドスロット（
図示せず）を有する。内部ハウジング（７）と主ハウジング部分（３）の間にトラック（
３０）が成形される。図で示した実施態様において、トラック（３０）は、螺旋ねじ山部
分及び縦に伸びる線形部分から成る。螺旋ねじ山部分は完全な一回転当たりで延び、そし
て線形部分は、螺旋ねじ山部分の端部を連結して連続トラックを作出する。トラック（３
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０）の線形部分の先端部は、戻り止め機能（３１）を備えている。場合により、内部ハウ
ジング（７）は透明であってよい。代替として、内部ハウジング（７）は主ハウジング部
分（３）と一体的に形成されてもよい。
【００４２】
　第一ねじ山（９）はピストン棒（１０）の先端部に成形される。ピストン棒（１０）は
一般に円形の断面のものである。ピストン棒（１０）の第一ねじ山（９）は、主ハウジン
グ部分（３）のねじ山付き円形開口部（８）を通って延び、そしてそれとねじで係合する
。押さえ（１１）は、ピストン棒（１０）の先端部に位置している。押さえ（１１）は、
ピストン（５）の基端面に接するように配置される。第二ねじ山（１２）は、ピストン棒
（１０）の基端部に形成される。ピストン棒（１０）の第二ねじ山（１２）のリードは、
内部ハウジング（７）と主ハウジング部分（３）の間に成形されるトラック（３０）の螺
旋部分のリードと本質的に等しい。
【００４３】
　ピストン棒（１０）の第一ねじ山（９）及び第二ねじ山（１２）は反対向きに配置され
る。
【００４４】
　駆動スリーブ（１４）はピストン棒（１０）の周りに延びる。駆動スリーブ（１４）は
、一般に円筒状の断面のものである。第一ねじ山（３２）は、駆動スリーブ（１４）の内
面に成形される。可撓性の出張り（３６）は、駆動スリーブ（１４）の先端部に成形され
る。第一の半径方向に延びるフランジ（３５）及び第二の半径方向に延びるフランジ（３
４）は、駆動スリーブ（１４）に成形される。第二ねじ山（３３）は、第一の半径方向に
延びるフランジ（３５）と第二の半径方向に延びるフランジ（３４）の間の駆動スリーブ
（１４）の外面に成形される。第三の半径方向に延びるフランジ（３７）は、第二の半径
方向に延びるフランジ（３４）の基端部側に成形される。半径方向に延びる歯止め機能（
３９）は、第三の半径方向に延びるフランジ（３７）の先端部側の駆動のスリーブ（１４
）に成形される。軸受面（３８）は駆動スリーブ（１４）の基端部に形成される。
【００４５】
　駆動スリーブ（１４）の第一ねじ山（３２）はピストン棒（１０）の第二ねじ山（１２
）と係合する。
【００４６】
　駆動スリーブ（１４）の可撓性出張り（３６）は、主ハウジング部分（３）と内部ハウ
ジング（７）の間に成形されるトラック（３０）と係合するように設計される。
【００４７】
　ナット（４３）は、第一フランジ（３５）と第二フランジ（３４）の間に配置された駆
動スリーブ（１４）と内部ハウジング（７）の間に位置している。図で示した実施態様に
おいて、ナット（４３）はハーフナットである。これは、デバイスの組立ての助けとなる
。ナット（４３）は、駆動スリーブ（１４）の第二ねじ山（３３）とねじで係合する内部
ねじ山を有する。ナット（４３）の外面及び内部ハウジング（７）の内面は、ナット（４
３）と内部ハウジング（７）の間の相対的回転を防ぎ、一方でそれらの間の相対的長手方
向の動きを可能ならしめるために、スプライン（図示せず）によって互いに鍵をかけられ
る。
【００４８】
　作動手段（１６）はグリップ面（１８）及び投与面（１９）を有する。ラチェット歯（
図示せず）は、作動手段（１６）の内部円筒面に成形される。放射状の内向きに突き出し
た保持手段（４０）は作動手段（１６）上に成形され、そして駆動スリーブ（１４）の第
三フランジ（３７）の先端面に接するように設計される。
【００４９】
　複数のガイドラグ（図示せず）は作動手段（１６）の外面に成形される。ガイドラグ（
図示せず）は内部ハウジング（７）のガイドスロット（図示せず）内に位置する。ガイド
ラグ（図示せず）と内部ハウジング（７）のガイドスロット（図示せず）の相互作用によ
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って、主ハウジング部分（３）に対して、作動手段（１６）の許容される軸の動きの程度
が規定される。図で示した実施態様において、ガイドラグ（図示せず）は、主ハウジング
部分（３）に対する、作動手段（１６）の回転運動も防ぐ。
【００５０】
　ベアリングポイント（bearing point）（４１）は、作動手段（１６）の内部基端面に
成形され、そして駆動スリーブ（１４）の軸受面（３８）に接するように置かれる。
【００５１】
　装置の運転の直観性を増すために、主ハウジング部分（３）は、場合により窓開口部（
４２）を備えていてもよく、それを通して作動手段（１６）に設けられたグラフィック状
態インジケーターを覗くことができる。
【００５２】
　本発明のドラッグデリバリーデバイスの操作についてここで述べる。
【００５３】
　投与量を設定するために、ユーザーは作動手段（１６）のグリップ面（１８）を掴む。
次いで、ユーザーは基端部方向に作動手段（１６）を引いて主ハウジング部分（３）から
離す。
【００５４】
　作動手段（１６）が基端部方向に動くにつれて、作動手段（１６）の保持手段（４０）
及び駆動スリーブ（１４）の第三フランジ（３７）の間の相互作用によって、駆動スリー
ブ（１４）も基端部方向に動かされる。駆動スリーブ（１４）の可撓性出張り（３６）が
、トラック（３０）の戻り止め機能（３１）に接しているため、駆動スリーブ（１４）は
トラック（３０）の螺旋部分に沿って回転させられる。トラック（３０）のリードは、駆
動スリーブ（１４）の第一ねじ山（３２）及びピストン棒（１０）の第二ねじ山（１２）
のリードに本質的に等しいため、ピストン棒（１０）は主ハウジング部分（３）に対して
動かされない。
【００５５】
　作動手段（１６）の基端部側への移動は内部ハウジング（７）のガイドスロットによっ
て、トラック（３０）の螺旋部分の１つのねじ山リードに対応する距離に制限される。作
動手段（１６）の移動の終わりに、駆動スリーブ（１４）の歯止め機能（３９）は、作動
手段（１６）のラチェット歯（図示せず）と係合する。図２に示されたように、この動き
によって、駆動スリーブ（１４）が、ピストン棒（１０）に対して基端部方向に、駆動ス
リーブ（１４）の第一ねじ山（３２）の１リードに等しい距離だけ移動させられる。作動
手段（１６）のラチェット歯としっかりと係合する駆動スリーブ（１４）の逆止機能（３
９）の動きによって、投与量が設定されていることを示すための、ユーザーへの聴覚的か
つ触覚的なフィードバックが作出される。加えて、投与量設定に関する視覚的フィードバ
ックを、場合により、作動手段（１６）に備えたグラフィック状態インジケーターによっ
て示すことができ、それは主ハウジング部分（３）のオプションの窓開口部（４２）を通
して覗くことができる。
【００５６】
　投与量が設定されている場合、次にユーザーは、作動部分（１６）の投与面（１９）を
押圧することによって、この投与量を投与する。この動きによって、駆動スリーブ（１４
）が、作動手段（１６）のベアリングポイント（４１）及び駆動スリーブ（１４）の軸受
け面（３８）の間の相互作用によって、主ハウジング部分（３）に対して先端部方向の軸
方向に動かされる。駆動スリーブ（１４）の歯止め機能（３９）が作動手段（１６）のラ
チェット歯と係合するため、駆動スリーブ（１４）がトラック（３０）の螺旋部分に沿っ
て回転するのを妨げ、そのようにして駆動スリーブ（１４）の可撓性出張り（３６）がト
ラック（３０）の線形部分に沿って先端部側に動く。ピストン棒（１０）の第二ねじ山（
１２）が駆動スリーブ（１４）の第一ねじ山（３２）としっかりと係合するため、先端部
方向の駆動スリーブ（１４）の軸方向運動によって、主ハウジング部分（３）に対してピ
ストン棒（１０）の回転が引き起こされる。ピストン棒（１０）が回転するにつれて、ピ



(10) JP 2010-509957 A 2010.4.2

10

20

ストン棒（１０）の第一ねじ山（９）が主ハウジング部分（３）のねじ山付き円形開口部
（８）内で回転し、ピストン棒（１０）を主ハウジング部分（３）に対して先端部方向に
軸方向に動かすことになる。
【００５７】
　ピストン棒（１０）の遠先端部側への軸方向の動きによって、押さえ（１１）がカート
リッジ（４）のピストン（５）に抗して耐えることになり、その結果、取付けられた針を
通して薬剤の投与量が投与される。
【００５８】
　作動手段（１６）の先端部側への移動は、内部ハウジング（７）のガイドスロットによ
って制限される。投与量が投与されたことを示すための、聴覚的かつ触覚的なフィードバ
ックが、駆動スリーブ（１４）の可撓性出張り（３６）とトラック（３０）の戻り止め機
能（３１）との相互作用によってもたらされる。加えて、投与量投与に関する視覚的フィ
ードバックを、場合により、作動手段（１６）に備えたグラフィック状態インジケーター
によって示すことができ、それは主ハウジング部分（３）のオプションの窓開口部（４２
）を通して覗くことができる。
【００５９】
　必要に応じて所定の最大数の投与量まで更に投与量をデリバリーし得る。図３は、最大
数の投与量がデリバリーされた条件における、本発明のドラッグデリバリーデバイスを示
している。この条件において、駆動スリーブ（１４）の第二フランジ（３４）の先端面と
接するために、ナット（４３）は駆動スリーブ（１４）の第二ねじ山（３３）を完全に横
切っている。この条件において、ナット（４３）は駆動スリーブ（１４）の更なる回転運
動を防ぎ、その結果、更なる投与量が選択されることを防ぐ。

【図１】 【図２】
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